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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】シンプルで組み立てやすく、チャイルドレジス
タンス性に優れたロック機能付きスライド式包装箱を提
供する。
【解決手段】内箱１４が外箱１２内に挿入され、一の側
面に位置する第一の内箱係合片１２６が第一の外箱係合
凹部９８に入って係合すると、内箱をその位置から引き
出せなくなる第一のロックが掛かる。第一のロックは、
外箱の第一の押圧部５０を表面側から押圧し、第一の内
箱係合片１２６を第一の外箱係合凹部９８の外に移動さ
せることによって解除できる。また、一の側面とは別の
側面に位置する第二の内箱係合片１３０が第二の外箱係
合凹部１０２に入って係合すると、内箱をその位置から
引き出せなくする第二のロックが掛かる。第二のロック
は、外箱の第二の押圧部６２を表面側から押圧し、第二
の内箱係合片１３０を第二の外箱係合凹部１０２の外に
移動させることによって解除できる。
【選択図】図１０
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　筒状部を有する外箱と、前記筒状部の内側に摺動可能に挿入される内箱とを備えたロッ
ク機能付きスライド式包装箱において、
　前記外箱は一枚の外箱形成片により形成され、前記外箱形成片には、互いに平行に連接
された複数の外箱側面板と、前記複数の外箱側面板の中の１つである第一の外箱側面板の
、前記連接方向に対して直角方向の端部に延設された外箱補助板と、前記第一の外箱側面
板の内側に、前記外箱補助板の方向に膨出した形状の破断線又は切込線によって形成され
た舌片状の第一の押圧部と、前記複数の外箱側面板又は前記外箱補助板の端部に延設され
た外箱係合片と、前記第一の外箱側面板と異なる第二の外箱側面板の内側に、前記外箱補
助板の延設方向に膨出した形状の破断線又は切込線によって形成された舌片状の第二の押
圧部とが設けられ、
　前記外箱形成片を組み立てた状態で、前記複数の外箱側面板で外箱筒状部を形成し、前
記第一の外箱側面板の裏面側に前記外箱補助板が重なり、前記外箱補助板の先端側に、前
記外箱補助板の端縁と前記外箱補助板が重ならない部分との段差によって第一の外箱係合
凹部が形成され、前記第一の押圧部が前記第一の係合凹部と重なる位置に配置され、前記
外箱補助板の基端部が位置する側の開口が、前記内箱が差し込まれる挿入口となり、前記
第二の外箱側面板の裏面側に前記外箱係合片が重なり、前記外箱係合片の、前記挿入口と
反対側に、前記外箱係合片の端縁と前記外箱係合片が重ならない部分との段差によって第
二の外箱係合凹部が形成され、前記第二の押圧部が前記第二の係合凹部と重なる位置に配
置され、
　前記内箱は一枚の内箱形成片により形成され、前記内箱形成片には、互いに平行に連接
された複数の内箱側面板と、前記複数の内箱側面板の中の１つである第一の内箱側面板の
、前記連接方向に対して直角方向の端部に延設され、第一の内箱折罫線で前記第一の内箱
側面板と区切られた第一の内箱係合片と、前記第一の内箱側面板と異なる第二の内箱側面
板の、前記第一の内箱係合片側の端部に延設され、第二の内箱折罫線で前記第二の内箱側
面板と区切られた第二の内箱係合片とが設けられ、
　前記内箱形成片を組み立てた状態で、前記複数の内箱側面板で前記外箱筒状部内を摺動
可能な内箱本体部を形成し、前記第一の内箱係合片が前記第一の内箱折罫線で折り曲げら
れて前記第一の内箱側面板の表面側に重なり、前記第二の内箱係合片が前記第二の内箱折
罫線で折り曲げられて前記第二の内箱側面板の表面側に重なり、前記第一の内箱係合片の
基端部が位置する側の端部が、前記外箱に差し込まれる挿入端となり、
　前記内箱が前記外箱内に挿入されると、前記第一の外箱側面板と前記第一の内箱側面板
とが対面し、前記第一の内箱係合片が、前記第一の内箱折罫線の折り曲げに対する反発力
によって前記第一の外箱側面板の方向に付勢され、前記第二の外箱側面板と前記第二の内
箱側面板とが対面し、前記第二の内箱係合片が、前記第二の内箱折罫線の折り曲げに対す
る反発力によって前記第二の外箱側面板の方向に付勢され、
　前記第一の内箱係合片が前記第一の外箱係合凹部に入って係合すると、前記内箱をその
位置から引き出せなくなる第一のロックが掛かり、前記第一のロックは、前記第一の押圧
部を表面側から押圧し、前記第一の内箱係合片を前記第一の外箱係合凹部の外に移動させ
ることによって解除することができ、前記第二の内箱係合片が前記第二の外箱係合凹部に
入って係合すると、前記内箱をその位置から引き出せなくする第二のロックが掛かり、前
記第二のロックは、前記第二の押圧部を表面側から押圧し、前記第二の内箱係合片を前記
第二の外箱係合凹部の外に移動させることによって解除することができることを特徴とす
るロック機能付きスライド式包装箱。
【請求項２】
　前記内箱が前記外箱の奥まで挿入された位置で前記第一及び第二のロックが掛かること
を特徴とする請求項１記載のロック機能付きスライド式包装箱。
【請求項３】
　前記内箱が前記外箱の奥まで挿入された位置で前記第一のロックが掛かり、前記内箱が
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引き出された途中の位置で前記第二のロックが掛かる請求項１記載のロック機能付きスラ
イド式包装箱。
【請求項４】
　前記内箱が前記外箱の奥まで挿入された位置で前記第二のロックが掛かり、前記内箱を
引き出された途中の位置で前記第一のロックが掛かる請求項１記載のロック機能付きスラ
イド式包装箱。
【請求項５】
　前記外箱形成片の前記外板補助板の内側に透孔が形成され、
　前記外箱形成片を組み立てた状態で、前記第一の外箱側面板の裏面側に前記外箱補助板
が重なり、前記透孔の周縁部とその内側との段差によって第三の外箱係合凹部が形成され
、
　前記第一及び第二のロックが解除された状態で前記内箱が引き出されると、前記第一の
内箱係合片が前記第三の外箱係合凹部に入って係合し、前記内箱が抜け止めされる請求項
１乃至４のいずれか記載のロック機能付きスライド式包装箱。

【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、外箱の筒状部に内箱が摺動可能に挿入されたスライド式包装箱に関し、特に
、ロック機能付きスライド式包装箱に関する。
【背景技術】
【０００２】
　薬剤等の包装に使用される包装箱は、小児が内部の薬剤を誤使用する事故が発生しない
ように、収容物が簡単に取り出せない構造であることが好ましく、高いチャイルドレジス
タンス性が要求される。
【０００３】
　従来、外箱内に内箱が収容されると自動的にロックが掛かり、所定の操作を行ってロッ
クを解除しなければ内箱を引き出すことができないロック機能付きのスライド式包装箱が
あった。例えば、特許文献１に開示されているスライド式カートンは、外箱（スリーブ）
の底面の後側の端部に基材厚み分の深さの係合凹部（係止段差部）を設け、内箱（トレー
）の底面を切り抜いて後側の端縁をヒンジとするフラップを設け、外箱に内箱を挿入した
状態で、フラップの基端部の曲げの反発力によりフラップの先端部が係合凹部内に入って
係合し、内箱がロックされる。そして、外箱の係合凹部の位置に設けた孔に指を差し込み
、係合凹部内のフラップを押し出して係合を解くとロックが解除され、内箱を引き抜くこ
とができる。さらに、外箱の前側の端部に折り返し片が設けられ、内箱を最後まで引き抜
いた時にフラップが折り返し片に引っ掛かり、抜け落ちるのを防止している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－５５０１０号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１のスライド式カートンは、箱体の特定の部位（１箇所）を指で押し込むこと
によってロックを簡単に解除することができる。したがって、小児が箱体を持って遊んで
いるうちに不意にロックが解除してしまう可能性があり、チャイルドレジスタンス性が高
くないので、薬剤等の包装箱としては使用しにくい。
【０００６】
　本考案は、上記背景技術に鑑みて成されたものであり、シンプルで組み立てやすく、チ
ャイルドレジスタンス性に優れたロック機能付きスライド式包装箱を提供することを目的
とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本考案は、筒状部を有する外箱と、前記筒状部の内側に摺動可能に挿入される内箱とを
備えたロック機能付きスライド式包装箱であって、前記外箱は、一枚の外箱形成片により
形成され、前記外箱形成片には、互いに平行に連接された複数の外箱側面板と、前記複数
の外箱側面板の中の１つである第一の外箱側面板の、前記連接方向に対して直角方向の端
部に延設された外箱補助板と、前記第一の外箱側面板の内側に、前記外箱補助板の方向に
膨出した形状の破断線又は切込線によって形成された舌片状の第一の押圧部と、前記複数
の外箱側面板又は前記外箱補助板の端部に延設された外箱係合片と、前記第一の外箱側面
板と異なる第二の外箱側面板の内側に、前記外箱補助板の延設方向に膨出した形状の破断
線又は切込線によって形成された舌片状の第二の押圧部とが設けられている。前記外箱形
成片を組み立てた状態で、前記複数の外箱側面板で外箱筒状部を形成し、前記第一の外箱
側面板の裏面側に前記外箱補助板が重なり、前記外箱補助板の先端側に、前記外箱補助板
の端縁と前記外箱補助板が重ならない部分との段差によって第一の外箱係合凹部が形成さ
れ、前記第一の押圧部が前記第一の係合凹部と重なる位置に配置され、前記外箱補助板の
基端部が位置する側の開口が、前記内箱が差し込まれる挿入口となり、前記第二の外箱側
面板の裏面側に前記外箱係合片が重なり、前記外箱係合片の、前記挿入口と反対側に、前
記外箱係合片の端縁と前記外箱係合片が重ならない部分との段差によって第二の外箱係合
凹部が形成され、前記第二の押圧部が前記第二の係合凹部と重なる位置に配置されている
。前記内箱は、一枚の内箱形成片により形成され、前記内箱形成片には、互いに平行に連
接された複数の内箱側面板と、前記複数の内箱側面板の中の１つである第一の内箱側面板
の、前記連接方向に対して直角方向の端部に延設され、第一の内箱折罫線で前記第一の内
箱側面板と区切られた第一の内箱係合片と、前記第一の内箱側面板と異なる第二の内箱側
面板の、前記第一の内箱係合片側の端部に延設され、第二の内箱折罫線で前記第二の内箱
側面板と区切られた第二の内箱係合片とが設けられている。前記内箱形成片を組み立てた
状態で、前記複数の内箱側面板で前記外箱筒状部内を摺動可能な内箱本体部を形成し、前
記第一の内箱係合片が前記第一の内箱折罫線で折り曲げられて前記第一の内箱側面板の表
面側に重なり、前記第二の内箱係合片が前記第二の内箱折罫線で折り曲げられて前記第二
の内箱側面板の表面側に重なり、前記第一の内箱係合片の基端部が位置する側の端部が、
前記外箱に差し込まれる挿入端となるものである。
【０００８】
　前記内箱が前記外箱内に適宜の位置まで挿入されると、前記第一の外箱側面板と前記第
一の内箱側面板とが対面し、前記第一の内箱係合片が、前記第一の内箱折罫線の折り曲げ
に対する反発力によって前記第一の外箱側面板の方向に付勢され、前記第二の外箱側面板
と前記第二の内箱側面板とが対面し、前記第二の内箱係合片が、前記第二の内箱折罫線の
折り曲げに対する反発力によって前記第二の外箱側面板の方向に付勢される。前記第一の
内箱係合片が前記第一の外箱係合凹部に入って係合すると、前記内箱をその位置から引き
出せなくなる第一のロックが掛かり、前記第一のロックは、前記第一の押圧部を表面側か
ら押圧し、前記第一の内箱係合片を前記第一の外箱係合凹部の外に移動させることによっ
て解除することができ、前記第二の内箱係合片が前記第二の外箱係合凹部に入って係合す
ると、前記内箱をその位置から引き出せなくする第二のロックが掛かり、前記第二のロッ
クは、前記第二の押圧部を表面側から押圧し、前記第二の内箱係合片を前記第二の外箱係
合凹部の外に移動させることによって解除することができる。
【０００９】
　前記内箱が前記外箱の奥まで挿入された位置で、前記第一及び第二のロックが掛かる構
成にすることが好ましい。あるいは、前記内箱が前記外箱の奥まで挿入された位置で前記
第一のロックが掛かり、前記内箱が引き出された途中の位置で前記第二のロックが掛かる
構成にすることが好ましい。あるいは、前記内箱が前記外箱の奥まで挿入された位置で前
記第二のロックが掛かり、前記内箱を引き出された途中の位置で前記第一のロックが掛か
る構成にすることが好ましい。
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【００１０】
　さらに、前記外箱形成片の前記外板補助板の内側に透孔が形成され、前記外箱形成片を
組み立てた状態で、前記第一の外箱側面板の裏面側に前記外箱補助板が重なり、前記透孔
の周縁部とその内側との段差によって第三の外箱係合凹部が形成され、前記第一及び第二
のロックが解除された状態で前記内箱が引き出されると、前記第一の内箱係合片が前記第
三の外箱係合凹部に入って係合し、前記内箱が抜け止めされる構成にしてもよい。
【考案の効果】
【００１１】
　本考案のロック機能付きスライド式包装箱は、構造がシンプルで組み立てやすく、包装
の作業性もよく、外箱の奥まで内箱を差し込むことによって、内箱が自動的にロックされ
る。しかも、独立した２つのロック機構を備えているので、小児が簡単に解除することが
できず、チャイルドレジスタンス性が非常に高い。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本考案のロック機能付きスライド式包装箱の一実施形態の組み立て状態を示す斜
視図である。
【図２】図１の外箱を形成する外箱形成片を裏面側から見た展開図である。
【図３】図２の外箱形成片を組み立てる工程を示す斜視図（ａ）、（ｂ）である。
【図４】図１の内箱を形成する内箱形成片を裏面側から見た展開図である。
【図５】図４の内箱形成片を組み立てる工程を示す斜視図（ａ）、（ｂ）である。
【図６】この実施形態のロック機能付きスライド式包装箱を組み立てる工程を示す斜視図
（ａ）、（ｂ）である。
【図７】この実施形態のロック機能付きスライド式包装箱を組み立てる工程を示す斜視図
（ａ）、（ｂ）である。
【図８】この実施形態のロック機能付きスライド式包装箱のＡ－Ａ断面図（ａ）、Ｂ－Ｂ
断面図（ｂ）である。
【図９】この実施形態のロック機能付きスライド式包装箱の開封状態を示す斜視図である
。
【図１０】この実施形態のロック機能付きスライド式包装箱を開封した後、収容物を取り
出す操作を示すＡ－Ａ断面図（ａ）、Ｂ－Ｂ断面図（ｂ）である。
【図１１】この実施形態のロック機能付きスライド式包装箱を開封した後、収容物を取り
出す操作を示すＡ－Ａ断面図（ａ）、Ｂ－Ｂ断面図（ｂ）である。
【図１２】この実施形態のロック機能付きスライド式包装箱の再封状態を示す斜視図であ
る。
【図１３】変形例の外箱形成片を裏面側から見た展開図である。
【図１４】図１３の外箱形成片を使用して組み立てられたロック機能付きスライド式包装
箱のＡ－Ａ断面図（ａ）、Ｂ－Ｂ断面図（ｂ）である。
【考案を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本考案のロック機能付きスライド式包装箱の一実施形態について、図面に基づい
て説明する。この実施形態のロック機能付きスライド式包装箱１０は、図１に示すように
、筒状部（外箱筒状部１２ａ）を有した外箱１２と、外箱筒状部１２ａの内側に摺動可能
に挿入された内箱１４とで構成された略直方体の箱体である。収容物は、例えばＰＴＰシ
ートに入った薬剤等である。
【００１４】
　外箱１２は、一枚の外箱形成片１６を組み立てることによって形成される。外箱形成片
１６は、図２に示すように、互いに平行に連接された４つの外箱側面板１８，２０，２２
，２４を有している。外箱側面板１８，２０，２２，２４は、連接している幅方向の長さ
がほぼ同じであり、連接方向の長さは、外箱側面板１８，２２が長くて互いにほぼ等しく
、外箱側面板２０，２４が短くて互いにほぼ等しい。
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【００１５】
　さらに、外箱側面板１８の連接方向の端部には、糊付片２６が連接されている。糊付片
２６は、外箱側面板１８，２０，２２，２４で外箱筒状部１２ａを形成するため、外箱側
面板２４の端部の裏面に糊付けされる部分である。そして、糊付片２６及び外箱側面板１
８，２０，２２，２４は、各々折罫線２８，３０，３２，３４で各々区切られている。以
下、外箱側面板１８を第一の外箱側面板１８、外箱側面板２０を第二の外箱側面板２０と
称する。
【００１６】
　第一の外箱側面板１８の連接方向に対して直角な一端部には、略四角形の外箱補助板３
６が延設され、折罫線３８で第一の外箱側面板１８と区切られている。外箱補助板３６は
、延設長さが第一の外箱側面板１８の幅方向の長さ（折罫線２８の長さ）の約4/5であり
、内側の中央に、長方形の透孔４０が形成されている。さらに、外箱補助板３６の、第二
の外箱側面板２０側の端部には、台形状の外箱係合片４２が延設され、折罫線４４で外箱
補助板３６と区切られている。外箱係合片４２は、延設長さが第二の外箱側面板２０の連
接方向長さよりわずかに短く、外箱補助板３６の先端をまっすぐ延長した位置に端縁４２
ａが設けられ、反対側の端縁４２ｂの位置は、第二の外箱側面板２０から離れている。
【００１７】
　第一の外板側面板１８の、外箱補助板３６と反対側の端部には、略長方形の内底片４６
が延設され、折罫線４８で第一の外箱側面板１８と区切られている。内底片４６の延設長
さは、第二の外箱側面板２０の連接方向長さよりも少し短い。
【００１８】
　また、第一の外箱側面板１８の内側の折罫線３８から離れた位置には、舌片状の第一の
押圧部５０が設けられている。第一の押圧部５０は、外箱補助板３６の方向に膨出したＵ
字状の破断線５０ａに囲まれた部分であり、第一の押圧部５０の先端部と折罫線３８との
離間距離は、外箱補助板３６の延設長さより少し長い。さらに、折罫線３８のほぼ中央の
位置には、第一の外箱側面板１８及び外箱補助板３６に跨るように楕円状の透孔５２が設
けられている。
【００１９】
　第二の外箱側面板２０の外箱補助板３６側の端部には、台形状のサイドフラップ５４が
延設され、折罫線５６で第二の外箱側面板２０と区切られている。内底片４６側の端部に
も、台形状のサイドフラップ５８が延設され、折罫線６０で第二の外箱側面板２０と区切
られている。
【００２０】
　また、第二の外箱側面板２０の内側の折罫線５６から離れた位置には、舌片状の第二の
押圧部６２が設けられている。第二の押圧部６２は、外箱補助板３６の延設方向に膨出し
た円弧状の破断線６２ａに囲まれた部分であり、第二の押圧部６２の先端部と折罫線５６
との離間距離は、外箱係合片４２の端縁４２ａと折罫線５６との離間距離よりも少し長く
、第一の押圧部５０の側方に並ぶように配置されている。
【００２１】
　外箱側面板２２のサイドフラップ５４側の端部には、略長方形の蓋片６４が延設され、
折罫線６６で外箱側面板２２と区切られている。蓋片６４の延設長さは、第二の外箱側面
板２０の連接方向長さとほぼ同じである。蓋片６４の先端部には、略長方形の差込片６８
が延設され、折罫線７０で蓋片６４と区切られている。差込片６８の延設長さは、蓋片６
４の延設長さの約1/2で、先端側の両角が丸く面取りされ、先端部が少し幅狭になってい
る。さらに、差込片６８の先端部には、略長方形の糊付片７２が延設され、破断線７４で
差込片６８と区切られている。そして、破断線７４のほぼ中央の位置に、差込片６８の先
端部に指を掛けるための透孔７６が設けられている。
【００２２】
　外箱側面板２２のサイドフラップ５８側の端部には、略長方形の外底片７８が延設され
、折罫線８０で外箱側面板２２と区切られている。外底片７８の延設長さは、第二の外箱
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側面板２０の連接方向長さとほぼ同じである。
【００２３】
　外箱側面板２４の蓋片６４側の端部には、台形状のサイドフラップ８２が延設され、折
罫線８４で外箱側面板２４と区切られている。外底片７８側の端部にも、台形状のサイド
フラップ８６が延設され、折罫線８８で外箱側面板２４と区切られている。
【００２４】
　次に、外箱形成片１６の組み立て方法の一例を、図２、図３（ａ）、（ｂ）に基づいて
説明する。図２は、外箱形成片１６を裏面側から見た図であり、以下、外箱形成片１６の
表面側が凸になる折り方を正折り、裏面側が凸になる折り方を逆折りと称する。
【００２５】
　まず、外箱補助片３６の裏面に糊９０を塗布し、折罫線３８を正折りして外箱補助片３
６を第一の外箱側面板１８の裏面に糊付けする。その後、折罫線２８を正折りして糊付片
２６を外箱補助片３６及び第一の外箱側面板１８に重ね、糊付片２６の表面に糊９２を塗
布する。そして、折罫線３２を正折りすることによって、外箱側面板２４の裏面に糊付片
２６を糊付けする。外箱形成片１６は、この折り畳まれた状態で出荷される。
【００２６】
　次に、収容物を包装する工場等において、折罫線２８，３０，３２，３４を各々９０度
になるように正折りする。この操作により、図３（ａ）に示す立体的な状態になり、４つ
の外箱側面板１８，２０，２２，２４で成る四角形の外箱筒状部１２ａが形成される。ま
た、この操作により、折罫線４４が自動的に９０度に逆折りされ、外箱係合片４２が外箱
補助板３６と交差する形になる。
【００２７】
　さらに、折罫線６０．８８を９０度に正折りしてサイドフラップ５８，８６を倒し、折
罫線４８を正折りして内底片４６をサイドフラップ５８，８６に重ねる。そして、外底片
７８の裏面に糊を塗布し、折罫線８０を９０度に正折りして外底片７８を内底片４６の表
面に糊付けする。これで、外箱筒状部１２ａの一端部を閉鎖する底部９６が形成され、図
３（ｂ）に示す状態になり、外箱１２の組み立てが終了する。
【００２８】
　この状態で、第一の外箱側面板１８の裏面側に外箱補助板３６が重なり、外箱補助板３
６の先端側に、外箱補助板３６の端縁と外箱補助板３６が重ならない部分との段差によっ
て第一の外箱係合凹部９８が形成され、第一の押圧部５０が第一の係合凹部９８と重なる
位置に配置される。底部９６と反対側の開口（外箱補助板３６の基端部が位置する側の開
口）は、内箱１４が差し込まれる挿入口１００となる。また、第二の外箱側面板２０の裏
面側には、折罫線４４の折り曲げに対する反発力によって外箱係合片４２が付勢されて重
なり、外箱係合片４２の底部９６側（挿入口１００と反対側）に、外箱係合片４２の端縁
と外箱係合片４２が重ならない部分との段差によって第二の外箱係合凹部１０２が形成さ
れ、第二の押圧部６２が第二の係合凹部１０２と重なる位置に配置される。さらに、第一
の外箱側面板１８の裏面側に、外箱補助板３６の透孔４０の周縁部とその内側との段差に
よって、第三の外箱係合凹部１０４が形成される。
【００２９】
　内箱１４は、一枚の内箱形成片１０６を組み立てることによって形成される。内箱形成
片１０６は、図４に示すように、互いに平行に連接された４つの内箱側面板１０８，１１
０，１１２，１１４を有している。内箱側面板１０８，１１０，１１２，１１４は、連接
している幅方向の長さは同じであり、連接方向の長さは、内箱側面板１０８，１１２が長
くて互いにほぼ等しく、内箱側面板１１０，１１４が短くて互いにほぼ等しい。内箱側面
板１０８，１１２の外形は、上記の外箱側面板１８，２２と同形状で僅かに小さく、内箱
側面板１１０，１１４の外形は、上記の外箱側面板２０，２４と同形状で僅かに小さい。
【００３０】
　さらに、内箱側面板１１４の連接方向の端部には、糊付片１１６が連接されている。糊
付片１１６は、内箱側面板１０８，１１０，１１２，１１４で内箱本体部１４ａを形成す
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るため、内箱側面板１０８の裏面に糊付けされる部分であり、外形が内箱側面板１０８に
ほぼ重なる大きさに設定され、内箱側面板１０８のほぼ全領域を補強する働きもする。内
箱側面板１０８，１１０，１１２，１１４及び糊付片１１６は、折罫線１１８，１２０，
１２２，１２４で各々区切られている。以下、内箱側面板１０８を第一の内箱側面板１０
８、内箱側面板１１０を第二の内箱側面板１１０と称する。
【００３１】
　第一の内箱側面１０８の連接方向に対して直角な一端部には、先端部が幅狭になった等
脚台形状の第一の内箱係合片１２６が延設され、第一の内箱折罫線１２８で第一の内箱側
面板１０８と区切られている。第一の内箱係合片１２６の延設長さは、第一の内箱側面板
１０８の幅方向の長さ（折罫線１１８の長さ）の約1/5である。
【００３２】
　第二の内箱側面板１１０の第一の内箱係合片１２６側の端部には、略長方形の第二の内
箱係合片１３０が延設され、第二の内箱折罫線１３２で第二の内箱側面板１１０と区切ら
れている。第二の内箱係合片１３０の延設長さは、第二の内箱側面板１１０の幅方向の長
さ（折罫線１１８の長さ）の約1/5である。また、反対側の端部には、台形状のサイドフ
ラップ１３４が延設され、折罫線１３６で第二の内箱側面板１１０と区切られている。
【００３３】
　内箱側面板１１２のサイドフラップ１３４側の端部には、略長方形の蓋片１３８が延設
され、折罫線１４０で内箱側面板１１２と区切られている。蓋片１３８の延設長さは、第
二の内箱側面板１１０の連接方向長さとほぼ同じである。また、蓋片１３８の基端部の、
折罫線１４０のほぼ中央の位置に、半円形の指掛用孔１４２が設けられている。
【００３４】
　蓋片１３８の先端部には、略長方形の内箱補助板１４４が延設され、折罫線１４６で蓋
片１３８と区切られている。内箱補助板１４４の延設長さは、第一の内箱側面板１０８の
幅方向の長さ（折罫線１１８の長さ）の約1/2であり、先端側の両角が斜めに面取りされ
、先端部が少し幅狭になっている。
【００３５】
　さらに、内箱補助板１４４の、第二の内箱側面板１１０側の端部には、台形状の内箱付
勢片１４８が延設され、折罫線１５０で内箱補助板１４４と区切られている。内箱付勢片
１４８は、延設長さが第二の内箱側面板１１０の連接方向長さよりわずかに短い。
【００３６】
　内箱側面板１１４の蓋片１３８側の端部には、台形状のサイドフラップ１５２が延設さ
れ、折罫線１５４で内箱側面板１１４と区切られている。
【００３７】
　次に、内箱形成片１０６の組み立て方法の一例を、図４、図５（ａ）、（ｂ）に基づい
て説明する。図４は、内箱形成片１０６を裏面側から見た図であり、以下、内箱形成片１
０６の表面側が凸になる折り方を正折り、裏面側が凸になる折り方を逆折りと称する。
【００３８】
　まず、折罫線１２２を正折りして糊付片１１６と内箱側面板１１４を内箱側面板１１０
，１１２に重ね、糊付片１１６の表面に糊１５６を塗布する。そして、折罫線１１８を正
折りし、第一の側面板１０８の裏面に糊付片１１６を糊付けする。内箱形成片１０６は、
この折り畳まれた状態で出荷される。
【００３９】
　次に、収容物を包装する工場等において、折罫線１１８，１２０，１２２，１２４を各
々９０度になるように正折りする。この操作により、図５（ａ）に示す立体的な状態にな
り、４つの内箱側面板１０８，１１０，１１２，１１４で成る角筒状の内箱本体部１４ａ
が形成される。そして、第一の内箱折罫線１２８を逆折りして第一の内箱係合片１２６を
第一の内箱側面板１０８の表面側に重ね、第二の内箱折罫線１３２を逆折りして第二の内
箱係合片１３０を第二の内箱側面板１１０の表面側に重ねる。また、折罫線１５０を９０
度に正折りして内箱付勢片１４８を起立させる。これで図５（ｂ）に示す状態になり、内
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箱１４の組み立てが終了する。内箱１４は、第一及び第二の内箱係合片１２６，１３０の
基端部が位置する側の端部が、外箱１２に差し込まれる挿入端１５８となる。
【００４０】
　次に、組み立てられた外箱１２及び内箱１４を用いて、収容物を包装する作業を行う。
まず、図６（ａ）に示すように、外箱１２の挿入口１００に内箱１４の挿入端１５８を挿
入し、図６（ｂ）に示すように、内箱本体部１４ａを外箱筒状部１２ａの内側を摺動させ
ながら半分くらいまで差し込む。そして、図６（ｂ）に示す状態で、内箱１４の開口端か
ら内側に収容物を入れる。
【００４１】
　外箱１２の中に内箱１４が入ると、第一の外箱側面板１８と第一の内箱側面板１０８と
が対面し、第一の内箱係合片１２６が、第一の内箱折罫線１２８の折り曲げに対する反発
力によって第一の外箱側面板１８の方向に付勢される。また、第二の外箱側面板２０と第
二の内箱側面板１３２とが対面し、第二の内箱係合片１３０が、第二の内箱折罫線１３２
の折り曲げに対する反発力によって第二の外箱側面板２０の方向に付勢される。
【００４２】
　内箱１４の中に収容物を入れると、次は、内箱１４の開口端を閉鎖する作業を行う。ま
ず、折罫線１３６，１５４を９０度に正折りしてサイドフラップ１３４，１５２を倒し、
折罫線１４０を９０度に正折りして蓋片１３８を起立させて開口端を塞ぐ。そして、折罫
線１４６を９０度に正折りすることによって、補助板１４４を第一の内箱側面板１０８の
表面側に重ねるとともに、内箱付勢片１４８を第二の内箱側面板１１０の表面側に重ねる
。これで、図７（ａ）に示すように、内箱１４の開口端が閉鎖された状態になるので、内
箱１４を外箱１２の奥まで差し込む。
【００４３】
　内箱１４を奥まで差し込むと、次は、外箱１４の挿入口１００を閉鎖する作業を行う。
まず、折罫線５６，８４を９０度に正折りしてサイドフラップ５４，８２を倒し、折罫線
６６を９０度に正折りして蓋片６４を起立させて挿入口１００を塞ぐ。そして、糊付片７
２の裏面に糊を塗布した後、折罫線７０を９０度に正折りすることによって、糊付片７２
を第一の側面板の表面に糊付けする。これで、図７（ｂ）に示すように、外箱１２の挿入
口１００が閉鎖され、図１の組み立て状態になる。
【００４４】
　この組み立て状態では、図８（ａ）に示すように、第一の内箱係合片１２６が第一の外
箱係合凹部９８に入って係合し、内箱１４をその位置から引き出せなくなる第一のロック
が掛かっている。また、図８（ｂ）に示すように、第二の内箱係合片１３０が第二の外箱
係合凹部１０２に入って係合し、内箱１４をその位置から引き出せなくなる第二のロック
が掛かっている。つまり、このロック機能付きスライド式包装箱１０は、内箱１４を外箱
１２の奥まで差し込むことによって、２つのロックが自動的に掛かる構造になっている。
【００４５】
　また、内箱補助板１４４に延設された内箱付勢片１４８は、折罫線１５０の折り曲げに
対する反発力によって第二の外箱側面板２０の方向に付勢されている。したがって、内箱
本体部１４ａは、全体として外箱側面板２４の方向（第二の外箱側面板２０から離れる方
向）に寄り、第二の内箱側面板１１０と外箱係合片４２との間に、少しの隙間が発生する
。
【００４６】
　次に、ロック機能付きスライド式包装箱１０を開封し、収容物を取り出す操作を説明す
る。開封するときは、外箱１２の透孔７６から差込片６８の端部に指を当て、差込片６８
を引き上げるようにして破断線７４を破断させる。そして、差込片６８と蓋片６４を開き
、サイドフラップ５４，８２を開くことによって、図９に示すように、外箱１２の挿入口
１００を開放することができる。
【００４７】
　この状態では、第一及び第二のロックが掛かっているので、内箱１４を引き出すことは
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できない。そこで、内箱１４を引き出すため、第一及び第二のロックを解除する操作を行
う。
【００４８】
　まず、第一のロックを解除するため、外箱１２の第一の押圧部５０を指で押して破断線
５０ａを破断させ、さらに内側に押し込む。すると、図１０（ａ）に示すように、第一の
押圧部５０に押されて第一の内箱係合片１２６が第一の外箱係合凹部９８の外に移動し、
第一の内箱係合片１２６と第一の外箱係合凹部９８とが係合しなくなり、第一のロックが
解除される。
【００４９】
　さらに、第二のロックを解除するため、外箱１２の第二の押圧部６２を指で押して破断
線６２ａを破断させ、さらに内側に押し込む。すると、図１０（ｂ）に示すように、第二
の押圧部６２に押されて第二の内箱係合片１３０が第二の外箱係合凹部１０２の外に移動
し、第二の内箱係合片１３０と第二の外箱係合凹部１０２とが係合しなくなり、第二のロ
ックが解除される。第一及び第二のロックを解除する操作は、片方の手で同時に行う。
【００５０】
　２つのロックを解除すると、反対の手で、挿入口１００から見える内箱１４の端部を摘
まみ、内箱１４を引き出す。ロック機能付きスライド式包装箱１０の場合、指掛用切り欠
き９４から内箱補助板１４４の角部が見え、少し離れた位置に指掛用孔１４２が設けてあ
るので、内箱１４の端部を容易に摘まむことができる。
【００５１】
　内箱１４が半分ほど引き出されると、図１１（ａ）に示すように、第一の内箱係合片１
２６が第三の外箱係合凹部１０４に入って係合し、内箱１４が外箱１２から脱落しないよ
うに抜け止めされる。そして、蓋片１３８と内箱補助板１４４を開き、図１１（ｂ）に示
すように、サイドフラップ１３４，１５２を開くと内箱１４の端部が開放し、中の収容物
を取り出すことができる。
【００５２】
　再封する時は、まず、開放している内箱１４の端部を閉鎖した後、内箱１４を外箱１２
の中に差し込む。このとき、第一の内箱係合片１２６は、第三の外箱係合凹部１０４の外
にスムーズに出るので、内箱１４が摺動するのを妨げない。そして、内箱１４を外箱１２
の奥まで差し込み、折罫線５６，８４を９０度に正折りしてサイドフラップ５４，８２を
倒し、折罫線６６を９０度に正折りして蓋片６４を起立させて挿入口１００を塞ぎ、差込
片６８を外箱補助板３６の内側（表面側）に差し込んで係止させる。これで、外箱１４の
挿入口１００が閉鎖され、図１２に示す再封状態になる。
【００５３】
　この再封状態にすると、第一及び第二のロックが自動的に掛かる。したがって、内箱１
４を外箱１２から引き出す時は、再び第一及び第二のロックを解除する操作を行ってから
内箱１４を引き出す必要がある。
【００５４】
　以上説明したように、ロック機能付きロック機能付きスライド式包装箱１０は、構造が
シンプルで組み立てやすく、包装の作業性もよく、外箱の奥まで内箱を差し込むことによ
って内箱が自動的にロックされる。しかも、独立した２つのロック機構を備えているので
、小児が簡単に解除することができず、チャイルドレジスタンス性が非常に高い。
【００５５】
　なお、本考案のロック機能付きスライド式包装箱は、上記実施形態に限定されるもので
はない。例えば、上記ロック機能付きスライド式包装箱１０の場合、第一及び第二のロッ
クが同じ位置（内箱１４が外箱１２の奥まで挿入された位置）で掛かるが、第一及び第二
のロックが異なる位置で掛かる構成に変更することができる。例えば、図１３に示す外箱
形成片１６(1)を使用すれば、内箱１４が外箱１２の奥まで挿入された位置で第一のロッ
クが掛かり、内箱１４が引き出された途中の位置で第二のロックが掛かる構成になる。
【００５６】
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　外箱形成片１６(1)は、図２の外箱形成片１６の構成の一部を変更したものであり、外
箱係合片４２(1)の端縁４２ａ(1)の位置が、外箱補助板３６の先端をまっすぐ延長した位
置よりもサイドフラップ５４に近い位置に変更され、その分、第二の押圧部６２(1)及び
破断線６２ａ(1)の位置が、サイドフラップ５４寄りの位置に変更されている。その他の
構成は外箱形成片１６と同じである。
【００５７】
　この外箱形成片１６(1)を使用すると、スライド式包装箱１０の組み立て状態の構造は
、図１４（ａ）、（ｂ）のようになる。第一のロックが掛かるのは、第一の内箱係合片１
２６が第一の外箱係合凹部９８に係合する位置である。したがって、外箱形成片１６(1)
を使用した場合、図１４（ａ）から分かるように、第一のロックが掛かるのは、内箱１４
が外箱１２の奥まで挿入された位置となる。これは、外箱形成片１６を使用した場合と同
じである（図８（ａ））。
【００５８】
　第二のロックが掛かるのは、第二の内箱係合片１３０が第二の外箱係合凹部１０２に係
合する位置である。外箱形成片１６(1)を使用した場合、図１４（ｂ）から分かるように
、外箱係合片４２(1)の端縁４２ａ(1)の位置が変更され、第二の外箱係合凹部１０２(1)
が広くなっているので、第二のロックが掛かるのは、内箱１４が外箱１２の奥まで挿入さ
れた位置ではなく、内箱１４が外箱１２から少し引き出された位置となる。また、外箱係
合片４２(1)の端縁４２ａ(1)の位置に合わせて第二の押圧部６２(1)及び破断線６２ａ(1)
の位置が変更されているので、第二のロックを解除する時は、上記と同様の操作を行えば
よい。
【００５９】
　このように、外箱形成片１６(1)を使用すれば、内箱１４が外箱１２の奥まで挿入され
た位置で第一のロックが掛かり、内箱１４が引き出された途中の位置で第二のロックが掛
かる構成になる。また、同様の考え方で、内箱１４が外箱１２の奥まで挿入された位置で
第二のロックが掛かり、内箱１４が引き出された途中の位置で第一のロックが掛かる構成
に変更してもよい。
【００６０】
　また、ロック機能付きスライド式包装箱１０は、開封する時、外箱１２の蓋片５６を開
くための破断線７４、第一の押圧部５０の破断線５０ａ、及び第二の押圧部６２の破断線
６２ａをすべて破断させる必要があり、不正に開封されると確実に痕跡が残るので、改ざ
ん防止の効果が高い。しかし、特に改ざん防止効果が要求されない場合は、蓋片５６を閉
じる構造を別の構造に変更したり、破断線５０ａ，６２ａを切り込み線に変更したりする
ことができる。
【００６１】
　また、ロック機能付きスライド式包装箱１０は、第三の外箱係合凹部１０４で内箱１４
を抜け止めする構造になっているが、別の抜け止め構造、例えば第三の外箱係合凹部１０
４を使用しない構造に変更してもよいし、抜け止め構造自体を省略することも可能である
。
【００６２】
　その他、外箱筒状部の構造、外箱筒状部の端部を閉鎖する構造、内箱本体部の構造、内
箱本体部の端部を閉鎖する構造等は、上述した第一及び第二のロックの動作が可能な範囲
で自由に変更することができる。例えば、内箱本体部は、上面が開口したトレイにしても
よい。また、箱体の大きさ、基材の素材や厚み等も、特に限定されない。
【符号の説明】
【００６３】
１０　ロック機能付きスライド式包装箱
１２　外箱
１２ａ　外箱筒状部
１４　内箱
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１４ａ　内箱本体部
１６，１６(1)　外箱形成片
１８　第一の外箱側面板
２０　第二の外箱側面板
２２，２４　外箱側面板
３６　外箱補助板
４０　透孔
４２，４２(1)　外箱係合片
４２ａ，４２ａ(1)　端縁
５０　第一の押圧部
５０ａ　破断線
６２，６２(1)　第二の押圧部
６２ａ，６２ａ(1)　破断線
９８　第一の外箱係合凹部
１００　挿入口
１０２　第二の外箱係合凹部
１０４　第三の外箱係合凹部
１０６　内箱形成片
１０８　第一の内箱側面板
１１０　第二の内箱側面板
１１２，１１４　内箱側面板
１２６　第一の内箱係合片
１２８　第一の内箱折罫線
１３０　第二の内箱係合片
１３２　第二の内箱折罫線
１５８　挿入端
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